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射水市教育委員会３月定例会会議録 

 

Ⅰ　開会日時　令和７年３月２４日（月）　  開会　午後　３時００分 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閉会　午後　４時４５分 

 

Ⅱ　会議場所　市役所３階　会議室３０２ 

 

Ⅲ　出席委員 

　　金谷教育長、眞岸委員、宮原委員、成田委員 

　　　 

Ⅳ　会議事件説明員 

久々江事務局長、星野事務局次長（生涯学習・スポーツ課長）、六渡事務局次長、佐藤　　　

学校教育課長、廉教育センター長、片境中央図書館長、酒井学校教育課副主幹、髙井

学校教育課長補佐、藤岡学校給食センター所長、鳥本生涯学習・スポーツ課長補佐、

稲垣新湊博物館長代理 

 

 

Ⅴ　傍聴人数　なし 

 

Ⅵ　会議の要旨 

　　午後３時００分、教育長が開会を宣した。 

 

１　会議録の承認 

　　　承認された。 

 
２　事務局報告 
（１）令和７年３月市議会定例会の開催状況について 
　　　事務局長が、資料１に基づき説明した。 
（２）射水市教育委員会の管理職等人事異動について 
　　　事務局長が、資料２に基づき説明した。 
　　　人事案件につき、非公表とする。 
（３）令和６年度末射水市立学校長・教頭の異動内申について 
　　　事務局次長が、資料３に基づき説明した。 
　　　人事案件につき、非公表とする。 
 
３　議案 
（１）射水市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正に 
　　　ついて 
　　　学校教育課長が、資料４に基づき説明し可決された。 
（２）射水市学校運営協議会規則の一部改正について 
　　　学校教育課長が、資料５に基づき説明し可決された。 
（３）射水市立幼稚園一時預かり事業実施要綱の一部改正について 
　　　学校教育課長が、資料６に基づき説明し可決された。 
 
４　各課等の連絡事項及び報告事項 
（１）令和７年度小・中学校児童生徒見込数について 
　　　学校教育課長が、資料７に基づき説明した。 
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（２）令和７年度学校三師の委嘱について 
　　　学校教育課長が、資料８に基づき説明した。 
（３）射水市放課後児童健全育成事業運営費補助金交付要綱の制定について 
　　　事務局次長（兼生涯学習・スポーツ課長）が、資料９に基づき説明した。 
（４）令和６年度第１回射水市文化財審議会会議概要について 

事務局次長（兼生涯学習・スポーツ課長）が、資料１０に基づき説明した。 
　（５）令和６年度教育センター事業報告について 
　　　　教育センター所長が、資料１１に基づき説明した。 
　（６）教育委員会行事予定 
　　　　学校教育課長補佐が、資料１２に基づき説明した。 
 
５　その他 
（１）次回教育委員会の開催日時について 
　　　４月２２日（火）午後３時００分から　市庁舎３０１会議室 
 
６　議　事 

　（１）資料３：令和６年度末射水市立学校長・教頭の異動内申について 

　 ［委　員］　中学校教員の異動率が高い理由は。 

　 ［事務局］　教頭への昇任や教科の配置関係により、異動が多くなった。 

 

　（２）資料７：令和７年度小・中学校児童生徒見込数について 

　 ［委　員］　外国籍児童生徒の転入の動向は読めないが、学校へのサポート体制はどの 

　　　　　　 ように考えているのか。 

　 ［事務局］　県負担による外国人相談員で対応ができない場合は、市負担にて追加の外 

国人相談員を配置し対応している。また、ＩＣＴによる保護者との連絡ツー 

ルを活用しながら、日本語に不慣れな保護者との意思疎通を行うなど対応し 

ていくこととしている。 

　 ［委　員］　日常の支援だけでなく、入学説明会時等への行事対応も必要であり、検討 

をお願いしたい。 

　 ［教育長］　入学説明会等の行事は日が重なることから、人材の確保が困難な状況であ 

る。このたび、県国際課の「富山県外国人材活躍・多文化共生推進にかかる 

有識者検討会」の委員に就任した。人材の確保だけでなく、日本における生 

活習慣等の対処も課題と考えている。県でしっかりと対応していただけるよ 

う要望したい。 

　 ［委　員］　生活習慣ルールの指導は学校では難しい。県における対応について、要望 

　　　　　　 をお願いしたい。 

   ［教育長］　市教育委員会として、できることから一歩ずつ進めてまいる。 

 

（３）資料９：射水市放課後児童健全育成事業運営費補助金交付要綱の制定について 

［委　員]   市内で放課後児童クラブがない校区はあるのか。 

　 ［事務局］  現在、塚原小学校区、下村小学校区には放課後児童クラブが開設されてい 

　　　　　　 ないが、さんさん広場や児童館での受け入れにて対応している。今回、制定 

する要綱については、民設民営の放課後児童クラブへの運営費補助を定めた 

ものであり、小杉エリア（歌の森小学校区）を想定したものである。 
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　（４）資料１１：令和６年度教育センター事業報告について　　 

［委　員]   新任特別支援教育担当研修会には、特別支援コーディネーターや特別支援 

　　　　　学級担任、通級指導担当の３０名が出席されているが、普通学級の教員はい 

　　　　　るのか。 

　 ［事務局］  普通学級の教員の参加はない。 

　 ［委　員］　普通学級における特別な支援が必要な児童生徒への対応・支援について、 

大変苦労されている教員もいる。基本的な知識や技能を身につけるためにも、 

センター実施の研修の中で、特別な支援が必要な児童生徒への対応・支援 

について盛り込んでほしい。 

　 ［事務局］　委員ご発言の趣旨については、センターとしても把握している。県実施の 

研修と組み合わせを考えて対応していきたい。 

 

　午後４時４５分、議事等が終了したので教育長が閉会を宣した。


